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中国银监会关于印发商业银行委托贷款 

管理办法的通知 

银监发[2018]2号 

 

 

各银监局，各大型银行、股份制银行，邮储

银行，外资银行： 

 

  现将商业银行委托贷款管理办法印发给

你们，请遵照执行。 

 

                          2018年1月5日 

 

 

商业银行委托贷款管理办法 

 

第一章 总 则 

第一条 为规范商业银行委托贷款业务

经营，加强委托贷款业务管理，促进委托贷

款业务健康发展，根据《中华人民共和国银

行业监督管理法》《中华人民共和国商业银

行法》等法律法规，制定本办法。 

 

 

第二条 中华人民共和国境内依法设立

的商业银行办理委托贷款业务应遵守本办

法。 

 

 

第三条 本办法所称委托贷款，是指委托

人提供资金，由商业银行（受托人）根据委

托人确定的借款人、用途、金额、币种、期

限、利率等代为发放、协助监督使用、协助

收回的贷款，不包括现金管理项下委托贷款

和住房公积金项下委托贷款。 

 

 

委托人是指提供委托贷款资金的法人、

非法人组织、个体工商户和具有完全民事行

为能力的自然人。 

现金管理项下委托贷款是指商业银行在

现金管理服务中，受企业集团客户委托，以

委托贷款的形式，为客户提供的企业集团内

部独立法人之间的资金归集和划拨业务。 

 

 

住房公积金项下委托贷款是指商业银行

受各地住房公积金管理中心委托，以住房公

积金为资金来源，代为发放的个人住房消费

贷款和保障性住房建设项目贷款。 

 

中国銀監会：商業銀行委託貸付管理弁法の

印刷・公布に関する通知 

銀監発[2018]2号 

 

 

各銀監局、各大型銀行・株式制銀行、郵政

貯蓄銀行、外資銀行： 

 

ここに、商業銀行委託貸付管理弁法を印

刷・公布するので、遵守のうえ執行されたい。 

 

2018年 1月 5日 

 

 

商業銀行委託貸付管理弁法 

 

第一章 総 則 

第一条 商業銀行の委託貸付業務運営を

規範化し、委託貸付業務管理を強化し、委

託貸付業務の健全な発展を促進するため、

≪中華人民共和国銀行業監督管理法≫・≪

中華人民共和国商業銀行法≫などの法律・

法規に基づき、本弁法を制定する。 

 

第二条 中華人民共和国内で法に基づき

設立された商業銀行が委託貸付業務を取り

扱う場合、本弁法を遵守しなければならな

い。 

 

第三条 本弁法でいう委託貸付とは、委

託人が資金を提供し、商業銀行（受託人）

が委託人が確定した借入人・用途・金額・

通貨の種類・期限・利率などに基づき代理

の実行・使用監督サポート・回収サポート

を行う貸付を指し、現金管理項目の委託貸

付および住宅積立金項目の委託貸付は含ま

ない。 

委託人とは、委託貸付の資金を提供する

法人・非法人組織・個人事業主および完全

な民事行為能力を有する自然人を指す。 

現金管理項目の委託貸付とは、商業銀行

が現金管理サービスにおいて、企業グルー

プ顧客の委託を受け、委託貸付の形式によ

り、顧客に提供する企業グループ内部の独

立法人間の資金集約および振替業務を指

す。 

住宅積立金項目の委託貸付とは、商業銀

行が各地の住宅積立金管理センターの委託

を受け、住宅積立金を原資として、代理で

実行する個人住宅消費貸付および保障性住

宅建設項目の貸付を指す。 
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第四条 委托贷款业务是商业银行的委

托代理业务。商业银行依据本办法规定，与

委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权

利义务，履行相应职责，收取代理手续费，

不承担信用风险。 

 

 

第五条 商业银行办理委托贷款业务，应

当遵循依法合规、平等自愿、责利匹配、审

慎经营的原则。 

 

 

 

第二章 业务管理 

第六条 商业银行应依据本办法制定委

托贷款业务管理制度，合理确定部门、岗位

职责分工，明确委托人范围、资质和准入条

件，以及委托贷款业务流程和风险控制措施

等，并定期评估，及时改进。 

 

 

 

第七条 商业银行受理委托贷款业务申

请，应具备以下前提： 

 

（一）委托人与借款人就委托贷款条件

达成一致。 

（二）委托人或借款人为非自然人的，

应出具其有权机构同意办理委托贷款业务的

决议、文件或具有同等法律效力的证明。 

 

 

商业银行不得接受委托人为金融资产管

理公司和经营贷款业务机构的委托贷款业务

申请。 

 

第八条 商业银行受托办理委托贷款业

务，应要求委托人承担以下职责，并在合同

中作出明确约定。 

 

（一）自行确定委托贷款的借款人，并

对借款人资质、贷款项目、担保人资质、抵

质押物等进行审查。 

 

（二）确保委托资金来源合法合规且委

托人有权自主支配，并按合同约定及时向商

业银行提供委托资金。 

 

 

（三）监督借款人按照合同约定使用贷

 

第四条 委託貸付業務とは、商業銀行の

委託代理業務である。商業銀行は、本弁法

の規定に基づき、委託貸付業務の関連主体

と契約を通じて各主体の権利・義務を約定

し、相応する職責を履行し、代理手数料を

徴収するが、信用リスクは負わない。 

 

第五条 商業銀行が委託貸付業務を取り

扱う場合、法律およびコンプライアンス準

拠・平等および自由意思・職責および利益

の整合・周到かつ慎重な経営の原則を遵守

しなければならない。 

 

第二章 業務管理 

第六条 商業銀行は、本弁法に基づき委

託貸付業務管理制度を制定し、部門・職位・

職責の分担を合理的に確定し、委託人の範

囲・資質および参加条件、および委託貸付

業務のフローおよびリスクコントロール措

置などを明確化し、併せて定期的に評価し、

適時改正しなければならない。 

 

第七条 商業銀行が委託貸付業務の申請

を受理する場合、以下の前提を備えていな

ければならない： 

（一）委託人が借入人と委託貸付の条件

について合意に達している。 

（二）委託人あるいは借入人が非自然人

である場合、その権限を有する機構が委託

貸付業務を行うことに同意する決議・文書

あるいは同等の法的効力を有する証明を発

行しなければならない。 

商業銀行は、委託人が金融資産管理会社

および貸付業務経営機構である委託貸付業

務の申請を受理してはならない。 

 

第八条 商業銀行が受託により委託貸付

業務を取り扱う場合、委託人に以下の職責

を負うよう要求し、併せて契約において明

確に約定しなければならない。 

（一）委託貸付の借入人を自ら確定し、

併せて借入人の資質・貸付項目・担保人の

資質・抵当権および質権設定物などに対し

て審査を行う。 

（二）委託資金の原資が合法・コンプラ

イアンスに準拠しており、かつ委託人が自

主的支配権を有することを保証し、併せて

契約の約定に基づき速やかに商業銀行に委

託資金を提供する。 

（三）借入人が契約の約定に基づき貸付
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款资金，确保贷款用途合法合规，并承担借

款人的信用风险。 

 

 

 

第九条 商业银行审查委托人资金来源

时，应要求委托人提供证明其资金来源合法

合规的相关文件或具有同等法律效力的相关

证明，对委托人的财务报表、信用记录等进

行必要的审核，重点加强对以下内容的审查

和测算： 

 

 

 

（一）委托人的委托资金是否超过其正

常收入来源和资金实力。 

（二）委托人在银行有授信余额的，商

业银行应合理测算委托人自有资金，并将测

算情况作为发放委托贷款的重要依据。 

 

 

 

第十条 商业银行不得接受委托人下述

资金发放委托贷款： 

 

（一）受托管理的他人资金。 

（二）银行的授信资金。 

（三）具有特定用途的各类专项基金（国

务院有关部门另有规定的除外）。 

 

（四）其他债务性资金（国务院有关部

门另有规定的除外）。 

（五）无法证明来源的资金。 

 

企业集团发行债券筹集并用于集团内部

的资金，不受本条规定限制。 

 

 

第十一条 商业银行受托发放的贷款应

有明确用途，资金用途应符合法律法规、国

家宏观调控和产业政策。资金用途不得为以

下方面： 

 

 

（一）生产、经营或投资国家禁止的领

域和用途。 

（二）从事债券、期货、金融衍生品、

资产管理产品等投资。 

（三）作为注册资本金、注册验资。 

（四）用于股本权益性投资或增资扩股

（监管部门另有规定的除外）。 

資金を使用するよう監督し、貸付用途が合

法・コンプライアンスに準拠していること

を保証し、併せて借入人の信用リスクを負

う。 

 

第九条 商業銀行は、委託人の原資を審

査する際、委託人にその原資が合法・コン

プライアンスに準拠していることを証明す

る関連文書あるいは同等の法的効力を有す

る関連証明を提出するよう要求し、委託人

の財務諸表・信用記録などに対して必要な

審査を行い、以下の内容に対する審査およ

び推計を重点的に強化しなければならな

い： 

（一）委託人の委託資金がその正常な収

入源および資金力を超過していないか。 

（二）委託人に銀行における与信残高が

ある場合、商業銀行は委託人の自己保有資

金を合理的に推計し、併せて推計状況を委

託貸付実行の重要な根拠としなければなら

ない。 

 

第十条 商業銀行は、委託人の下記の資

金による委託貸付実行を受理してはならな

い： 

（一）受託管理している他人の資金。 

（二）銀行の与信資金。 

（三）特定の用途を有する各種特別基金

（国務院関連部門に別の規定がある場合を

除く）。 

（四）その他債務性資金（国務院関連部

門に別の規定がある場合を除く）。 

（五）出所を証明することができない資

金。 

企業グループが債券発行により調達し、

かつグループ内部に用いる資金は、本条が

規定する制限を受けない。 

 

第十一条 商業銀行が受託により実行す

る貸付は、明確な用途がなければならず、

資金の用途は法律および法規・国家のマク

ロ調整コントロールおよび産業政策に合致

していなければならない。資金の用途は、

以下の方面であってはならない。 

（一）国家が禁止する分野および用途で

の生産・経営あるいは投資。 

（二）債券・先物・金融デリバティブ商

品・資産管理商品などの投資への従事。 

（三）登録資本金・登録験資への充当。 

（四）株式資本の権益性投資あるいは増

資による持分拡大への使用（監督管理部門
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（五）其他违反监管规定的用途。 

 

 

第十二条 商业银行应按照“谁委托谁付

费”的原则向委托人收取代理手续费。 

 

 

第十三条 商业银行与委托人、借款人就

委托贷款事项达成一致后，三方应签订委托

贷款借款合同。合同中应载明贷款用途、金

额、币种、期限、利率、还款计划等内容，

并明确委托人、受托人、借款人三方的权利

和义务。 

 

 

 

第十四条 委托贷款采取担保方式的，委

托人和担保人应就担保形式和担保人（物）

达成一致，并签订委托贷款担保合同。 

 

 

 

第十五条 商业银行应要求委托人开立

专用于委托贷款的账户。委托人应在委托贷

款发放前将委托资金划入该账户，商业银行

按合同约定方式发放委托贷款。商业银行不

得串用不同委托人的资金。 

 

 

 

 

第十六条 商业银行应同委托人、借款人

在委托贷款借款合同中明确协助监督使用的

主要内容和具体措施，并按合同约定履行相

应职责。 

 

 

第十七条 商业银行应按照委托贷款借

款合同约定，协助收回委托贷款本息，并及

时划付到委托人账户。对于本息未能及时到

账的，应及时告知委托人。 

 

 

 

第十八条 委托贷款到期后，商业银行应

根据委托贷款借款合同约定或委托人的书面

通知，终止履行受托人的责任和义务，并进

行相应账务处理；委托贷款到期后未还款的，

商业银行应根据委托贷款借款合同约定，为

委托人依法维权提供协助。 

に別の規定がある場合を除く）。 

（五）その他監督管理の規定に違反する

用途。 

 

第十二条 商業銀行は、「委託する者が費

用を支払う」との原則に基づき委託人から

代理手数料を徴収しなければならない。 

 

第十三条 商業銀行が委託人・借入人と

委託貸付事項について合意に達した後、三

者は委託貸付借入契約を締結しなければな

らない。契約には貸付用途・金額・通貨の

種類・期限・利率・返済計画などの内容を

明記し、併せて委託人・受託人・借入人三

者の権利および義務を明確にしなければな

らない。 

 

第十四条 委託貸付が担保方式を用いる

場合、委託人および担保人は、担保形式お

よび担保人（物）について合意に達し、委

託貸付担保契約を締結しなければならな

い。 

 

第十五条 商業銀行は、委託人に委託貸

付専用の口座を開設するよう要求しなけれ

ばならない。委託人は、委託貸付の実行前

に当該口座に委託資金を入金しなければな

らず、商業銀行は契約に約定する方式に基

づき委託貸付を実行する。商業銀行は、異

なる委託人の資金を混同して使用してはな

らない。 

 

第十六条 商業銀行は、委託人・借入人

との委託貸付借入契約において、使用監督

サポートの主要内容および具体的措置を明

確にし、併せて契約の約定に基づき相応す

る職責を履行しなければならない。 

 

第十七条 商業銀行は、委託貸付借入契

約の約定に基づき、委託貸付の元利回収を

サポートし、併せて委託人の口座に速やか

に振り込まなければならない。元利を速や

かに入金することができない場合、遅滞な

く委託人に告知しなければならない。 

 

第十八条 委託貸付の期限到来後、商業

銀行は、委託貸付借入契約の約定あるいは

委託人の書面通知に基づき、受託人の責任

および義務の履行を終了し、相応する帳簿

処理を行わなければならない；委託貸付の

期限到来後に返金していない場合、商業銀
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第三章 风险管理 

第十九条 商业银行应严格隔离委托贷

款业务与自营业务的风险，严禁以下行为： 

 

（一）代委托人确定借款人。 

（二）参与委托人的贷款决策。 

（三）代委托人垫付资金发放委托贷款。 

 

（四）代借款人确定担保人。 

（五）代借款人垫付资金归还委托贷款，

或者用信贷、理财资金直接或间接承接委托

贷款。 

 

（六）为委托贷款提供各种形式的担保。 

 

（七）签订改变委托贷款业务性质的其

他合同或协议。 

（八）其他代为承担风险的行为。 

 

 

第二十条 商业银行应对委托贷款业务

与自营贷款业务实行分账核算，严格按照会

计核算制度要求记录委托贷款业务，同时反

映委托贷款和委托资金，二者不得轧差后反

映，确保委托贷款业务核算真实、准确、完

整。 

 

 

 

第二十一条 委托贷款的借款人是商业

银行存量授信客户的，商业银行应综合考虑

借款人取得委托贷款后，信用风险敞口扩大

对本行授信业务带来的风险影响，并采取相

应风险管控措施。 

 

 

 

第二十二条 商业银行应对委托贷款业

务实行分级授权管理，商业银行分支机构不

得未经授权或超授权办理委托贷款业务。 

 

 

 

第二十三条 商业银行应制定统一制式

的委托贷款借款合同。因业务需要使用非统

一制式合同的,须经总行审查同意。 

 

行は、委託貸付借入契約の約定に基づき、

委託人の法に基づく権利保護のためにサポ

ートを提供しなければならない。 

 

第三章 リスク管理 

第十九条 商業銀行は、委託貸付業務と

自営業務のリスクを厳格に分離しなければ

ならず、以下の行為は厳禁とする： 

（一）委託人に代わり借入人を確定する。 

（二）委託人の貸付政策決定に参与する。 

 （三）委託人に代わり資金を立て替えて

委託貸付を実行する。 

 （四）借入人に代わり担保人を確定する。 

（五）借入人に代わり資金を立て替えて

委託貸付を返済する、あるいは与信・理財

資金を用いて直接あるいは間接的に委託貸

付を引き受ける。 

（六）委託貸付のために各種形式の担保

を提供する。 

（七）委託貸付業務の性質を変更したそ

の他の契約あるいは協議を締結する。 

（八）その他のリスクを代わりに負う行

為。 

 

第二十条 商業銀行は、委託貸付業務お

よび自営貸付業務に対して独立勘定での計

算を実行し、会計計算制度の要求に厳格に

従い委託貸付業務を記録し、委託貸付およ

び委託資金を同時に反映させ、両者を相殺

してから反映してはならず、委託貸付業務

の計算が真実・正確・完全であることを保

証しなければならない。 

 

第二十一条 委託貸付の借入人が商業銀

行に与信残高のある顧客である場合、商業

銀行は、借入人の委託貸付の取得後、信用

リスクエクスポージャーの拡大が当該銀行

の与信業務に及ぼすリスク・影響を総合的

に考慮し、併せて相応のリスク管理コント

ロール措置を講じなければならない。 

 

第二十二条 商業銀行は、委託貸付業務

に対して等級別授権管理を実行し、商業銀

行の分支機構は、授権を経ずにあるいは授

権の範囲を超えて委託貸付業務を取り扱っ

てはならない。 

 

第二十三条 商業銀行は、統一様式の委

託貸付借入契約を制定しなければならな

い。業務の必要性により統一様式でない契

約を使用する場合、必ず本店の審査・同意
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第二十四条 商业银行应建立健全委托

贷款管理信息系统，登记资金来源、投向、

期限、利率以及委托人和借款人等相关信息，

确保该项业务信息完整、连续、准确和可追

溯。 

 

商业银行应及时、完整地在征信系统登

记委托贷款相关信息。 

 

 

第二十五条 商业银行应按照监管要求

建立委托贷款业务统计制度，做好委托贷款

业务的分类统计、汇总分析和数据报送。 

 

 

 

第二十六条 商业银行应定期分析委托

贷款业务风险，并组织开展业务检查。 

 

 

第四章 监督管理 

第二十七条 中国银监会按照本办法对

商业银行委托贷款业务实施监督管理。 

 

 

第二十八条 商业银行违反本办法办理

委托贷款业务的，由银监会或其派出机构责

令限期改正。逾期未改正，或其行为严重危

及商业银行稳健运行、损害客户合法权益的，

银监会或其派出机构可根据《中华人民共和

国银行业监督管理法》第三十七条的规定采

取相应的监管措施；严重违反本办法的，可

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》

第四十六条的规定实施行政处罚。 

 

 

 

 

 

第二十九条 商业银行发放委托贷款后，

应严格按照相关监管统计制度要求，准确报

送委托贷款明细信息。 

 

 

第三十条 商业银行违反本办法第二十

九条规定，未及时、准确向监管部门报送委

托贷款业务信息的，由银监会或其派出机构

责令限期改正。逾期未改正的，银监会或其

派出机构可根据《中华人民共和国银行业监

を経なければならない。 

 

第二十四条 商業銀行は、委託貸付管理

情報システムを構築・整備し、原資・投資

先・期限・利率および委託人・借入人など

に関連する情報を登録し、当該項目業務の

情報が完全・連続・正確および遡及可能で

あることを保証しなければならない。 

商業銀行は、適時・完全に信用情報シス

テムにおいて委託貸付に関する情報を登録

しなければならない。 

 

第二十五条 商業銀行は、監督管理の要

求に基づき、委託貸付業務統計制度を構築

し、委託貸付業務の分類統計・集計分析お

よびデータ送信・報告を適切に行わなけれ

ばならない。 

 

第二十六条 商業銀行は、委託貸付の業

務リスクを定期的に分析し、併せて業務検

査を組織・実行しなければならない。 

 

第四章 監督管理 

第二十七条 中国銀監会は、本弁法に基

づき商業銀行の委託貸付業務に対して監督

管理を実施する。 

 

第二十八条 商業銀行が本弁法に違反し

て委託貸付業務を取り扱った場合、銀監会

あるいはその派出機構が期限内の是正を命

じる。期限を過ぎて是正していない場合、

あるいはその行為が商業銀行の安定運営に

重大な危害を及ぼす・顧客の合法的権益に

損害を与える場合、銀監会あるいはその派

出機構は、≪中華人民共和国銀行業監督管

理法≫第三十七条の規定に基づき相応する

管理監督措置を講じることができる；本弁

法に著しく違反した場合、≪中華人民共和

国銀行業監督管理法≫第四十六条の規定に

基づき行政処罰を実施することができる。 

 

第二十九条 商業銀行は、委託貸付の実

行後、関連監督管理統計制度の要求に厳格

に従い、委託貸付の明細情報を正確に送

信・報告しなければならない。 

 

第三十条 商業銀行が本弁法第二十九条

の規定に違反して、適時・正確に監督管理

部門に委託貸付業務の情報を報告しなかっ

た場合、銀監会あるいはその派出機構が期

限内の是正を命じる。期限を過ぎて是正し
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督管理法》第四十七条的规定实施行政处罚。 

 

 

 

 

第五章 附 则 

第三十一条 银监会依法批准设立的具

有贷款业务资格的其他金融机构办理委托贷

款业务适用本办法。 

 

 

第三十二条 本办法由银监会负责解释。 

ていない場合、銀監会あるいはその派出機

構は、≪中華人民共和国銀行業監督管理法

≫第四十七条の規定に基づき行政処罰を実

施することができる。 

 

第五章 附 則 

第三十一条 銀監会が法に基づき設立を

批准した貸付業務資格を有するその他金融

機関が委託貸付業務を取り扱う場合、本弁

法を適用する。 

 

第三十二条 本弁法は、銀監会が解釈の

責を負う。 

 


